
金

融

庁

○

告
示
第

号

国
土
交
通
省

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
金
等
及
び
自
動
車
損

害
賠
償
責
任
共
済
の
共
済
金
等
の
支
払
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

金
融
庁
長
官

遠
藤

俊
英

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
金
等
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
共
済
金
等
の
支
払
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
金
等
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
共
済
金
等
の
支
払
基
準
（
平
成
十
三

金

融

庁

年

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

国
土
交
通
省

第
２
の
１
の
⑴
の
⑥
の
ア
中
「4

,
1
0
0

」
を
「4

,
2
0
0

」
に
改
め
る
。

円
円

第
２
の
１
の
⑴
の
⑥
の
イ
の

中
「2

,
0
5
0

」
を
「2

,
1
0
0

」
に
改
め
る
。

円
円

(ｲ)

第
２
の
２
の
⑴
及
び
⑶
中
「5

,
7
0
0

」
を
「6

,
1
0
0

」
に
改
め
る
。

円
円

第
２
の
３
の
⑴
中
「4

,
2
0
0

」
を
「4

,
3
0
0

」
に
改
め
る
。

円
円



第
３
の
１
の
⑵
中
「5

8

」
を
「5

9

」
に
改
め
る
。

歳
以

上
歳

以
上

第
３
の
２
の
⑴
の
①
の
表
中
「1

,
6
0
0

」
を
「1

,
6
5
0

」
に
、
「1

,
1
6
3

」
を
「1

,
2
0
3

」
に
改
め

万
円

万
円

万
円

万
円

る
。第

３
の
２
の
⑴
の
②
の
表
中
「1

,
1
0
0

」
を
「1

,
1
5
0

」
に
、
「9

5
8

」
を
「9

9
8

」
に
、
「8

2
9

万
円

万
円

万
円

万
円

」
を
「8

6
1

」
に
、
「7

1
2

」
を
「7

3
7

」
に
、
「5

9
9

」
を
「6

1
8

」
に
、
「4

9
8

」

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円

を
「5

1
2

」
に
、
「4

0
9

」
を
「4

1
9

」
に
、
「3

2
4

」
を
「3

3
1

」
に
、
「2

4
5

」
を
「2

4
万

円
万

円
万

円
万

円
万

円
万

円

9

」
に
、
「1

8
7

」
を
「1

9
0

」
に
、
「1

3
5

」
を
「1

3
6

」
に
、
「9

3

」
を
「9

4

」

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円

に
改
め
る
。

第
３
の
２
の
⑵
の
①
中
「1

,
8
0
0

」
を
「1

,
8
5
0

」
に
、
「1

,
3
3
3

」
を
「1

,
3
7
3

」
に
改
め
る
。

万
円

万
円

万
円

万
円

第
３
の
２
の
⑵
の
②
中
「1

,
3
0
0

」
を
「1

,
3
5
0

」
に
、
「1

,
1
2
8

」
を
「1

,
1
6
8

」
に
、
「9

7
3

万
円

万
円

万
円

万
円

」
を
「1

,
0
0
5

」
に
改
め
る
。

万
円

万
円

第
４
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
葬

儀
費

葬
儀

費
は

万
円

と
す

る
1
0
0

、
。

第
４
の
２
の
⑴
の
②
及
び
⑵
の
②
中
「5

8

」
を
「5

9

」
に
改
め
る
。

歳
以

上
歳

以
上

第
４
の
３
中
「3

5
0

」
を
「4

0
0

」
に
改
め
る
。

万
円

万
円



別
表
Ⅱ

１
か
ら
別
表
Ⅳ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－



別
表
Ⅱ

-
１

(
1
)
1
8
歳
未
満
の
者
に
適
用
す
る
表

(
2
)
1
8
歳
以
上
の
者
に
適
用
す
る
表

年
齢

就
労

可
能

年
数

係
数

年
齢

就
労

可
能

年
数

係
数

年
齢

就
労

可
能

年
数

係
数

年
齢

就
労

可
能

年
数

係
数

年
齢

就
労

可
能

年
数

係
数

歳
年

歳
年

歳
歳

年
歳

年
1
8

4
9

2
5
.
5
0
2

3
9

2
8

1
8
.
7
6
4

6
0

1
2

9
.
9
5
4

8
1

5
4
.
5
8
0
1
0
2
～

1
0
.
9
7
1

1
9

4
8

2
5
.
2
6
7

4
0

2
7

1
8
.
3
2
7

6
1

1
2

9
.
9
5
4

8
2

4
3
.
7
1
7

歳
年

年
2
0

4
7

2
5
.
0
2
5

4
1

2
6

1
7
.
8
7
7

6
2

1
1

9
.
2
5
3

8
3

4
3
.
7
1
7

0
4
9

1
4
.
9
8
0

6
7

2
8
.
7
3
3

2
1

4
6

2
4
.
7
7
5

4
2

2
5

1
7
.
4
1
3

6
3

1
1

9
.
2
5
3

8
4

4
3
.
7
1
7

1
4
9

1
5
.
4
2
9

6
6

2
8
.
5
9
5

2
2

4
5

2
4
.
5
1
9

4
3

2
4

1
6
.
9
3
6

6
4

1
1

9
.
2
5
3

8
5

4
3
.
7
1
7

2
4
9

1
5
.
8
9
2

6
5

2
8
.
4
5
3

2
3

4
4

2
4
.
2
5
4

4
4

2
3

1
6
.
4
4
4

6
5

1
0

8
.
5
3
0

8
6

3
2
.
8
2
9

3
4
9

1
6
.
3
6
9

6
4

2
8
.
3
0
6

2
4

4
3

2
3
.
9
8
2

4
5

2
2

1
5
.
9
3
7

6
6

1
0

8
.
5
3
0

8
7

3
2
.
8
2
9

4
4
9

1
6
.
8
6
0

6
3

2
8
.
1
5
6

2
5

4
2

2
3
.
7
0
1

4
6

2
1

1
5
.
4
1
5

6
7

9
7
.
7
8
6

8
8

3
2
.
8
2
9

5
4
9

1
7
.
3
6
5

6
2

2
8
.
0
0
0

2
6

4
1

2
3
.
4
1
2

4
7

2
0

1
4
.
8
7
7

6
8

9
7
.
7
8
6

8
9

3
2
.
8
2
9

6
4
9

1
7
.
8
8
6

6
1

2
7
.
8
4
0

2
7

4
0

2
3
.
1
1
5

4
8

1
9

1
4
.
3
2
4

6
9

9
7
.
7
8
6

9
0

3
2
.
8
2
9

7
4
9

1
8
.
4
2
3

6
0

2
7
.
6
7
6

2
8

3
9

2
2
.
8
0
8

4
9

1
8

1
3
.
7
5
4

7
0

8
7
.
0
2
0

9
1

2
1
.
9
1
3

8
4
9

1
8
.
9
7
6

5
9

2
7
.
5
0
6

2
9

3
8

2
2
.
4
9
2

5
0

1
7

1
3
.
1
6
6

7
1

8
7
.
0
2
0

9
2

2
1
.
9
1
3

9
4
9

1
9
.
5
4
5

5
8

2
7
.
3
3
1

3
0

3
7

2
2
.
1
6
7

5
1

1
6

1
2
.
5
6
1

7
2

8
7
.
0
2
0

9
3

2
1
.
9
1
3

1
0

4
9

2
0
.
1
3
1

5
7

2
7
.
1
5
1

3
1

3
6

2
1
.
8
3
2

5
2

1
6

1
2
.
5
6
1

7
3

7
6
.
2
3
0

9
4

2
1
.
9
1
3

1
1

4
9

2
0
.
7
3
5

5
6

2
6
.
9
6
5

3
2

3
5

2
1
.
4
8
7

5
3

1
5

1
1
.
9
3
8

7
4

7
6
.
2
3
0

9
5

2
1
.
9
1
3

1
2

4
9

2
1
.
3
5
7

5
5

2
6
.
7
7
4

3
3

3
4

2
1
.
1
3
2

5
4

1
5

1
1
.
9
3
8

7
5

7
6
.
2
3
0

9
6

2
1
.
9
1
3

1
3

4
9

2
1
.
9
9
8

5
4

2
6
.
5
7
8

3
4

3
3

2
0
.
7
6
6

5
5

1
4

1
1
.
2
9
6

7
6

6
5
.
4
1
7

9
7

2
1
.
9
1
3

1
4

4
9

2
2
.
6
5
8

5
3

2
6
.
3
7
5

3
5

3
2

2
0
.
3
8
9

5
6

1
4

1
1
.
2
9
6

7
7

6
5
.
4
1
7

9
8

2
1
.
9
1
3

1
5

4
9

2
3
.
3
3
8

5
2

2
6
.
1
6
6

3
6

3
1

2
0
.
0
0
0

5
7

1
4

1
1
.
2
9
6

7
8

6
5
.
4
1
7

9
9

2
1
.
9
1
3

1
6

4
9

2
4
.
0
3
8

5
1

2
5
.
9
5
1

3
7

3
0

1
9
.
6
0
0

5
8

1
3

1
0
.
6
3
5

7
9

5
4
.
5
8
0

1
0
0

2
1
.
9
1
3

1
7

4
9

2
4
.
7
5
9

5
0

2
5
.
7
3
0

3
8

2
9

1
9
.
1
8
8

5
9

1
3

1
0
.
6
3
5

8
0

5
4
.
5
8
0

1
0
1

2
1
.
9
1
3

(
注
)
1
.
1
8
歳
未
満
の
有
職
者
及
び
家
事
従
事
者
並
び
に
1
8
歳
以
上
の
者
の
場
合
の
就
労
可
能
年
数
に
つ
い
て
は
、

(
1
)
 
5
2
歳
未
満
の
者
は
、
6
7
歳
と
そ
の
者
の

年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
と
し
た
。

(
2
)
 
5
2
歳
以
上
の
者
は
、
「
第
2
2
回
生
命
表

(
完
全
生
命
表
)
」
に
よ
る
男
又
は
女
の
平
均
余
命
の
う
ち
い
ず
れ
か
短

い
平

均
余

命
の

1
/
2
の

年
数

と
し

、
そ

の
年

数
に

1
年

未
満

の
端

数
が

　
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
。

　
　
2
.
1
8
歳
未
満
の
者
（
有
職
者
及
び
家
事
従
事
者
を
除
く
。
）
の
場
合
の
就
労
可
能
年
数
及
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係
数
は

次
の

と
お

り
と

し
た

。
(
1
)
 
就
労
可
能
年
数
　
6
7
歳
（
就
労
の
終
期

）
と
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
か
ら
1
8
歳
（
就
労
の
始

期
）

と
そ

の
者

の
年

齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年

数
を

控
除

し
た

も
の

(
2
)
 
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係
数
　
6
7
歳
（
就
労
の

終
期
）
と
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
に
対
応
す
る
ラ

イ
プ

ニ
ッ

ツ
係

数
か

ら
1
8
歳

（
就

労
の

始
期

）
と

そ
の

者
の

年
齢

と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
に
相
当
す
る
年

数
に
対
応
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係
数
を
控
除
し
た
も
の

就
労
可
能
年
数
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係
数

表

年
齢

就
労

可
能

年
数

係
数

就
労

可
能

年
数

係
数

幼
児

･
児

童
･
生

徒
･
学

生
･

右
欄

以
外

の
働

く
意

思
と

能
力

を
有

す
る

者
有

職
者

・
家

事
従

事
者
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平
均

平
均

平
均

平
均

平
均

平
均

平
均

平
均

余
命

係
数

余
命

係
数

余
命

係
数

余
命

係
数

余
命

係
数

余
命

係
数

余
命

係
数

余
命

係
数

年
数

年
数

年
数

年
数

年
数

年
数

年
数

年
数

歳
年

年
歳

年
年

歳
年

年
歳

年
年

0
8
0

3
0
.
2
0
1
8
6

3
0
.
7
1
0
2
7

5
4

2
6
.
5
7
8
6
0

2
7
.
6
7
6
5
4

2
8

1
8
.
7
6
4
3
4

2
1
.
1
3
2
8
1

8
7
.
0
2
0
1
0

8
.
5
3
0

1
7
9

3
0
.
1
0
7
8
6

3
0
.
7
1
0
2
8

5
3

2
6
.
3
7
5
5
9

2
7
.
5
0
6
5
5

2
7

1
8
.
3
2
7
3
3

2
0
.
7
6
6
8
2

7
6
.
2
3
0
1
0

8
.
5
3
0

2
7
8

3
0
.
0
1
0
8
5

3
0
.
6
3
1
2
9

5
2

2
6
.
1
6
6
5
8

2
7
.
3
3
1
5
6

2
6

1
7
.
8
7
7
3
2

2
0
.
3
8
9
8
3

7
6
.
2
3
0

9
7
.
7
8
6

3
7
7

2
9
.
9
1
0
8
4

3
0
.
5
5
0
3
0

5
1

2
5
.
9
5
1
5
7

2
7
.
1
5
1
5
7

2
6

1
7
.
8
7
7
3
1

2
0
.
0
0
0
8
4

6
5
.
4
1
7

8
7
.
0
2
0

4
7
6

2
9
.
8
0
8
8
3

3
0
.
4
6
7
3
1

5
0

2
5
.
7
3
0
5
6

2
6
.
9
6
5
5
8

2
5

1
7
.
4
1
3
3
0

1
9
.
6
0
0
8
5

6
5
.
4
1
7

8
7
.
0
2
0

5
7
5

2
9
.
7
0
2
8
2

3
0
.
3
8
1
3
2

4
9

2
5
.
5
0
2
5
5

2
6
.
7
7
4
5
9

2
4

1
6
.
9
3
6
2
9

1
9
.
1
8
8
8
6

5
4
.
5
8
0

7
6
.
2
3
0

6
7
4

2
9
.
5
9
3
8
1

3
0
.
2
9
2
3
3

4
8

2
5
.
2
6
7
5
4

2
6
.
5
7
8
6
0

2
3

1
6
.
4
4
4
2
8

1
8
.
7
6
4
8
7

5
4
.
5
8
0

7
6
.
2
3
0

7
7
4

2
9
.
5
9
3
8
0

3
0
.
2
0
1
3
4

4
7

2
5
.
0
2
5
5
3

2
6
.
3
7
5
6
1

2
2

1
5
.
9
3
7
2
7

1
8
.
3
2
7
8
8

4
3
.
7
1
7

6
5
.
4
1
7

8
7
3

2
9
.
4
8
1
7
9

3
0
.
1
0
7
3
5

4
6

2
4
.
7
7
5
5
2

2
6
.
1
6
6
6
2

2
1

1
5
.
4
1
5
2
6

1
7
.
8
7
7
8
9

4
3
.
7
1
7

6
5
.
4
1
7

9
7
2

2
9
.
3
6
5
7
8

3
0
.
0
1
0
3
6

4
5

2
4
.
5
1
9
5
1

2
5
.
9
5
1
6
3

2
1

1
5
.
4
1
5
2
6

1
7
.
8
7
7
9
0

4
3
.
7
1
7

5
4
.
5
8
0

1
0

7
1

2
9
.
2
4
6
7
7

2
9
.
9
1
0
3
7

4
4

2
4
.
2
5
4
5
0

2
5
.
7
3
0
6
4

2
0

1
4
.
8
7
7
2
5
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（
注
）
平
均
余
命
年
数
は
「
第
2
2
回
生
命
表
(
完
全
生
命
表
)
」
に
よ
る
平
均
余
命
の
年
数
と
し
、
そ
の
年
数
に
1
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
下
げ
た
。

年
齢

男
女

平
均
余
命
年
数
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
係
数
表

年
齢

男
女

年
齢

男
女

年
齢

男
女



別表Ⅲ

男 女 298,400円

別表Ⅳ

年齢 男 女 年齢 男 女

歳 円 円 歳 円 円

18 193,200 171,100 46 471,700 325,300

19 211,400 188,800 47 477,600 326,500

20 229,600 206,500 48 480,400 326,600

21 247,900 224,200 49 483,300 326,800

22 266,100 241,900 50 486,100 326,900

23 277,100 249,600 51 489,000 327,100

24 288,000 257,200 52 491,900 327,200

25 298,900 264,900 53 490,100 325,900

26 309,800 272,600 54 488,400 324,600

27 320,700 280,300 55 486,600 323,300

28 330,500 283,000 56 484,800 322,000

29 340,200 285,700 57 483,100 320,700

30 350,000 288,400 58 458,000 309,200

31 359,700 291,200 59 432,900 297,700

32 369,500 293,900 60 407,800 286,300

33 377,900 296,600 61 382,700 274,800

34 386,300 299,300 62 357,600 263,300

35 394,600 302,100 63 345,000 257,400

36 403,000 304,800 64 332,300 251,600

37 411,400 307,500 65 319,700 245,700

38 418,800 310,100 66 307,000 239,800

39 426,200 312,600 67 294,300 233,900

40 433,500 315,100 68 292,300 234,400

41 440,900 317,700 69 290,200 234,800

42 448,300 320,200 70 288,200 235,200

43 454,100 321,500 71 286,100 235,600

44 460,000 322,700 72 284,100 236,100

45 465,900 324,000 73～ 282,000 236,500

（注）本表は、平成30年賃金構造基本統計調査第１表産業計（民営＋公営）により求めた企業規模10～999人・学歴計の

    男女別の年齢階層別平均給与額（臨時給与を含む。）をその後の賃金動向を反映するため1.003倍し、その額に100円

    未満の端数があるときは、これを四捨五入したものである。

全年齢平均給与額（平均月額）

（注）本表は、平成30年賃金構造基本統計調査第１表産業計（民営＋公営）により求めた企業規模10～999人・学歴計の

年齢別平均給与額（平均月額）

409,100円

    男女別の全年齢平均給与額（臨時給与を含む。）をその後の賃金動向を反映するため1.003倍し、その額に100円未満

    の端数があるときは、これを四捨五入したものである。



附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
発
生
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
係
る
自

動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
金
等
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
共
済
金
等
の
支
払
か
ら
適
用
す
る
。


